【栗原市からのお知らせ】
『栗原市中小企業等経営継続・成長支援金』申請期間の延長について

栗原市では、物価高騰等の影響を受けている市内中小企業等が、経営の継続と成長に向けて行う事業について支援する『栗原市中小企業等経営継続・成長支援金』の申請期限を、当初、５月２９日（金）までとしておりましたが、この度、８月３１日（月）まで、申請期間を延長することとなりましたのでお知らせいたします。

支援事業の詳細につきましては、下記の栗原市ホームページから確認いただけます。

　栗原市HP　「栗原市中小企業等経営継続・成長支援金」
　https://www.kuriharacity.jp/w022/010/010/020/PAGE000000000000010368.html


【対象者】
　・市内に主たる事業所を有する中小企業者
　・エネルギー価格等の物価高騰の影響により、申請日以前の直近の決算期における
　　売上高営業利益率が、その直前の決算期と比較して減少している事業者

【申請書提出期限】
　令和８年８月３１日（月）

【対象範囲】
　令和８年１０月３０日（金）までに完了した経費
　※交付決定通知以後に着手したものに限ります。
　※対象範囲については変更はありません。

【支援金額】
　・支援対象経費の３分の２以内の額（千円未満切り捨て）
　・上限１００万円　下限１０万円
　　※支援金額が１０万円に満たない場合は該当になりません。
　　※対象経費は全て税抜きの金額となります。

【問い合わせ】
栗原市産業経済部産業戦略課
電話：０２２８-２２-１２２０ 
